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（
質
問
の 

四
） 

答

弁

第

四

号 

   

衆
議
院
議
員
中
島
巖
君
提
出
中
央
自
動
車
道
予
定
路
線
法
案
提
出
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
四
第
四
号 

昭
和
三
十
五
年
五
月
六
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
中
島
巖
君
提
出
中
央
自
動
車
道
予
定
路
線
法
案
提
出
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
中
央
自
動
車
道
の
予
定
路
線
を
定
め
る
法
律
案
は
、
可
及
的
す
み
や
か
に
本
国
会

開
会
中
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。 

二 

国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
中
央
自
動
車
道
の
予
定
路
線
を
定
め
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、

種
々
調
整
す
べ
き
点
も
あ
る
の
で
、
い
ま
だ
国
会
に
提
出
す
る
に
至
つ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




